
令和６年3月27日に東九州自動車道 末吉

財部IC～国分IC間（L=22.5㎞）のうち、7.1

㎞の４車線化事業について、国土交通大臣の

事業許可を受けました。

今回の４車線化により高速道路の機能強化

が図れ、安全性・信頼性等の向上に寄与しま

す。
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令和６年春季の夜間通行止め工事は、5月３０日（木曜）朝をもって終了いたしました。

引き続き、高速道路の安全・安心確保に努めて参ります。 夜間通行止め期間中はう回路の

ご利用などにおいて、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。

舗装補修工事 トンネル照明点検 標識点検

東九州自動車道（隼人道路）隼人東IC～隼人西IC間における4車線化工事のため、

令和6年6月から約５ヶ月間にわたり、随時、国道10号において橋梁の仮設工事等

に伴う夜間通行止めを実施します。※1

詳しくは、下記「工事専用サイト」にてご確認いただきますようお願いいたしま

す。※２

国道をご利用される皆さま、沿道にお住まいの皆さまには、ご不便、ご迷惑をお

掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

※1 6/20(木)夜～8/10(土)朝のうち15夜間と、10月下旬頃～11月上旬頃のうち2夜間の通行止めを予定しております。

※2 う回路や規制実施有無をご案内いたします。また、通行止めの実施有無は毎日11時に更新しますのでご注意ください。


